
新宿三丁目駅周辺まちづくり検討委員会の検討範囲及び進め方について

新宿駅

新宿三丁目駅

●新宿駅を中心とした「交流機能と新宿の顔を備えた交通結節拠点」
●新宿三丁目駅を中心とした「商業や観光による賑わいの拠点」
●それらを結ぶ賑わい交流軸である新宿通りから地区全体に賑わいある歩行者空間を段階的に広げる

国際集客都市の形成

【まちの将来像】

日本を代表する賑わいと歩きたくなるまち
～駅を中心とした２つの拠点と新宿通りを中心とした賑わい交流軸の形成～

新宿駅東口地区まちづくりビジョン（平成31年3月 新宿区）

国内外から多くの来街者等が訪れるまちとして、多様な人々が快適に楽しむことができる
賑わいあるまちづくりを推進

歩行者優先で回遊性の高いまちの形成

歩行者の回遊性と利便性を向上させ、ユニバーサルデザインに配慮した、歩いて楽しい
まちづくりを推進

安全・安心で快適な都市環境の形成

災害時の対応力を高め、誰もが安全・安心に滞在できるまちづくり、環境に配慮した
潤いあふれるまちづくりを推進

新宿駅東口地区まちづくりビジョン

交流機能と
新宿の顔を備えた
交通結節拠点 商業や観光による

賑わいの拠点

新宿三丁目駅 「商業や観光による賑わいの拠点」

新宿三丁目駅周辺の整備方針を検討するため、検討委員会を設立

検討委員会の概要

【目 的】「新宿駅東口地区まちづくりビジョン」では、新宿駅周辺を「交通結節拠
点」、新宿三丁目駅周辺を「賑わいの拠点」、それらを結ぶ新宿通りを

「賑わい交流軸」とし、まちの将来像である「日本を代表する賑わいと歩
きたくなるまち」の実現を目指すこととしている。
まちの将来像を実現していくため、新宿三丁目駅周辺の「賑わいの拠
点」について、必要な都市機能及び都市基盤等の整備方針を検討する

【検討範囲】 新宿三丁目駅周辺及び関連する区域

【検討事項】

【スケジュール】 検討委員会は全５回を予定

令和３年 ２月 検討委員会設置、第１回開催（まちの現況と課題等）

５月 第２回開催（まちづくりの方向性等）

９月 第３回開催（まちづくりの方向性等）

１２月 第４回開催 予定（誘導方針素案）

令和４年 ３月 第５回開催 予定（誘導方針案）

５月 整備方針策定 予定

【検討体制】
会 長：倉田 直道 工学院大学名誉教授
副会長：森本 章倫 早稲田大学創造理工学部社会環境工学科教授
委 員：新宿EAST推進協議会※２

警視庁
東京都都市整備局（都市づくり政策部、都市基盤部）
東京都交通局
新宿区（みどり土木部、都市計画部、新宿駅周辺整備担当部）
東京地下鉄株式会社

オブザーバー
：国土交通省都市局

事務局：新宿区新宿駅周辺整備担当部新宿駅周辺基盤整備担当課
新宿区新宿駅周辺整備担当部新宿駅周辺まちづくり担当課

※２…第２回検討委員会より委員として参画

①土地利用に関すること
②都市機能に関すること
③自動車ネットワークに関すること※１

④歩行者ネットワークに関すること※１

⑤駅施設に関すること
⑥駐車場施設・荷さばき対策に関すること※１

⑦空間・景観に関すること
⑧防災・みどり・環境に関すること
⑨その他、委員会の目的を達成するために必要な事項

※１…影響範囲として三丁目地区全体が検討範囲となる場合がある。
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■新宿三丁目駅周辺のまちの将来像・誘導方針案（議論用） 【第３回委員会資料より抜粋】
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交通動線の検討に向けた前提条件

（６）自動車ネットワーク ②段階的な交通動線の整序化

▶交通負荷の発生抑制
・交通動線の変更により、地区内に新たな

交通負荷を生じさせない

▶段階的な交通動線
・目標イメージの交通動線に向け柔軟に

対応可能なステップの設置

▶駅への2方向アクセス
・一路線に過度な交通負荷を生じさせない

▶段階的な交通規制変更
・ステップに合わせ必要な交通規制の変更を

段階的に実施(交通規制の変更は沿道の理解
を得る必要があるため必要最小限に留める)

▶東口駅前広場空間の歩車分離
・駅から東口駅前広場を介して新宿駅周辺

に広がる歩行者動線を確保

新宿駅直近地区の検討に基づく目標イメージ(東口駅前広場)

現状の交通動線

３
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モア２番街

新宿通り

双葉通り

中央通り

駅街路１０号

靖国通り

モア４番街

線路上空デッキ

東西自由通路（地下）

角筈ガード

OUTＰ

IN

角筈ガード

モア２番街

モア４番街

新宿通り

双葉通り

中央通り

駅街路１０号

靖国通り

OUT

Ｐ

広場整備後イメージ現状

凡例

車両動線（広場IN）

車両動線（広場OUT）

車両動線（都市計画駐車場IN）

車両動線（都市計画駐車場OUT）

広場内車両系機能（広場利用）

広場内車両系機能（まちアクセス）

歩行者空間

ターミナルシャフト 【資料4 現況と課題 P27.東口における歩行者優先の空間構成を具体化】

▶移動制約者等への対応
・移動制約者等に対応し、必要となる車両

動線を確保

交通動線の検討に向けたステップ

目
標
年
次

技術開発

年次：中期（2035年以降）
状況：地区内交通量（現状と同程度）

東口駅前広場の再編（概成）
一部路外共同荷さばき場整備
時間規制の路上荷さばき

年次：長期
状況：地区内交通量（STEP1より減少）

東口駅前広場の再編（STEP1と同一）
路外共同荷さばき場の拡大
時間規制の路上荷さばき

年次：超長期
状況：地区内交通量（STEP2より減少）

東口駅前広場の再編（完成）
地区全体で路外共同荷さばき場対応可

時間規制の路上荷さばき（最小限）

P4~6に具体案提示

Ｐ

Ｔ【凡例】

通過交通

駅アクセス交通（ＩＮ）

駅アクセス交通（ＯＵＴ）

地区内アクセス交通

路上荷さばき主要箇所

都市計画駐車場（広場内）

タクシー乗り場（広場内）

Ｐ

Ｔ

新技術の開発により移行される可能性がある

東口駅前広場

STEP2-2
[路肩空間の活用]
・新宿通り路肩にライジングボラード等

を設置
・時間帯に応じ、グリーンスローモビリ

ティ乗降場や荷さばき場として活用

STEP3-2
[街区単位終日フルモール化]
・街区単位でアクセス交通の処理が

可能な路線は終日歩専化
（一般車、荷さばき、身障者等

各交通種別への対応）

STEP3-3
[終日フルモール化]
・各所に身障者対応可能なパーソナル

モビリティ設置
・路外共同荷さばき場のネットワーク化、

自動配送ロボの運用

STEP1（案） 【P.4】
[通過交通の排除]
・新宿通りの動線を切る

（新宿通り相互通行）
・転回路の設置

STEP2-1（案）【P.5】
[新たな時間規制の導入]
・駅広東側の時間規制

（歩行者用道路の拡大）

STEP3-1（案）【P.6】
[時間規制の拡大]
・転回路の撤去

（新宿通り一方通行化）
・駅広南東部車両動線削除
・地区全体歩行者優先化

東口駅前広場東口駅前広場

線路沿い道路

【第３回委員会資料より抜粋】



（６）自動車ネットワーク ②段階的な交通動線の整序化
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【中期（2035年以降）】STEP1（案）
［通過交通を排除するため交通動線を変更］
《時間帯》５時~15時

③

《時間帯》15時~5時【現状と同様の交通規制（歩行者用道路）】

③

③

②

①

Ｐ

Ｔ

【凡例】

通過交通

駅アクセス交通（ＩＮ）

駅アクセス交通（ＯＵＴ）

地区内アクセス交通

歩行者の広がり

都市計画駐車場（広場内）

タクシー乗り場（広場内）

Ｐ

Ｔ

Ｐ

Ｔ

東口駅前広場

東口駅前広場

状況：地区内交通量 ⇒ 現状と同程度
東口駅前広場の再編 ⇒ 概成（地区内動線が変更）
荷さばき ⇒ 一部路外共同荷さばき場が整備

時間規制での路上荷さばき

実施事項：①新宿通りの動線（靖国通りと明治通りの接続）をきる
▶実施理由 ▶通過交通排除 ▶駅広⇔まち（北側）の歩行者動線確保

②東口駅前広場内に転回路の設置(新宿通りは相互通行のまま)
▶新宿通り沿道利用車両の地区内流入回避

③駅アクセス(線路沿い道路[IN,OUT]、駅街路10号[IN,OUT])
▶駅への２方向アクセスの確保

【第３回委員会資料より抜粋】



（６）自動車ネットワーク ②段階的な交通動線の整序化
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【長期】STEP2-1（案）
［新たな時間規制の導入に向けて交通動線を変更］
《時間帯》５時~15時

《時間帯》15時~5時【広場東側時間規制(歩行者用道路の拡大)】

Ｐ

Ｔ

Ｐ

Ｔ

状況：地区内交通量 ⇒ STEP1よりも減少（流入車両の抑制）
※15時～5時は新宿通り、中央通り、駅街路10号のみで

荷さばき車両を処理可能な交通量まで減少

東口駅前広場の整備 ⇒ 概成（STEP1と同一）
荷さばき ⇒ 路外共同荷さばき場の拡大

時間規制での路上荷さばき
※15~5時は荷さばき可能な路線を絞り、

路外共同荷さばき場へ誘導

実施事項：①東口駅前広場東側の時間規制（歩行者用道路の交通規制拡大）
▶実施理由 ▶駅広⇔まち（東側）の歩行者動線確保

①

【凡例】

通過交通

駅アクセス交通（ＩＮ）

駅アクセス交通（ＯＵＴ）

地区内アクセス交通

歩行者の広がり

都市計画駐車場（広場内）

タクシー乗り場（広場内）

Ｐ

Ｔ

東口駅前広場

東口駅前広場
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（６）自動車ネットワーク ②段階的な交通動線の整序化
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【超長期】STEP3-1（案）
［時間規制の拡大に向けて交通動線を変更］
《時間帯》５時~12時〔歩行者優先時間帯を拡充〕

《時間帯》12時~5時〔線路沿い道路を除き歩行者優先化〕

②

③

Ｐ

Ｔ

Ｐ

Ｔ

①

②

②

②

④

【凡例】

通過交通

駅アクセス交通（ＩＮ）

駅アクセス交通（ＯＵＴ）

地区内アクセス交通

歩行者の広がり

都市計画駐車場（広場内）

タクシー乗り場（広場内）

Ｐ

Ｔ

※

※新宿通りの一方通行規制の方向について
・上図では西向き方向としているが、反対方向（東向き方向）も考えられる
・方向によって車両交通動線に与える影響が異なるため、今後も継続検討が必要

状況：地区内車両数 ⇒ STEP2よりも減少（流入車両の大幅抑制）
※12時～5時は路上荷さばきの実施を不可とし、

路外共同荷さばき場で対応する

東口駅前広場の整備 ⇒ 完成（転回路の撤去）
荷さばき ⇒ 地区全体を網羅可能な路外共同荷さばき場の設置

時間規制での路上荷さばき（5時~12時で最小限）

実施事項：①転回路の撤去（新宿通り一方通行化）
▶新宿通りの断面の見直し▶駅広⇔まち（北側）の歩行者動線拡大

②交通規制変更(武蔵野通り、モア4番街を逆進)
▶駅広内への流入抑制

③東口駅前広場南東部車両動線削除
▶駅広⇔まち（東側）の歩行者動線拡大

④地区全体歩行者優先化（12時～5時）
▶車両は線路沿い道路のみとし転回により処理

東口駅前広場

東口駅前広場
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（６）自動車ネットワーク ③道路断面構成の変更
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■短期～中期の交通動線（STEP1）の新宿通り道路断面（案）

・車道の見直し（幅員縮小）により人中心の道路断面に変更
・時間帯に応じた柔軟な道路空間の活用

〇機能：車道片側3m（双方向通行）歩道片側5.5m 停車帯+路肩（片側2.5m）
〇運用方法

ア 時間規制外：車両通行可、路肩は荷さばき空間として活用
イ 時間規制内（モール化時）：車道通行不可、車道、路肩は歩行者通行・

滞留空間、賑わい空間で活用
〇課題

・運用の切り替えをどのように行うか。（沿道建物等、地元のルールづくり）
・道路空間を滞留・賑わい空間として活用していくための法制度の整備が

必要となる。

■長期の交通動線（STEP3-1）の新宿通り道路断面（案）

・車道の見直し（車線数の削減）により人中心の道路断面に変更
・時間帯に応じた柔軟な道路空間の活用

〇機能：車道5m（一方通行） 歩道片側8m 路肩（片側0.5m）
※場所により荷さばきスペースあり

〇運用方法
ア 時間規制外：車両通行可、路肩は荷さばき空間として活用
イ 時間規制内（モール化時）：車道通行不可、車道、路肩は歩行者通行・

滞留空間、賑わい空間で活用
■STEP３-3 次世代交通に対応した人中心の道路断面（歩車共存道路）

〇機能：車道5m（一方通行） 歩道片側8m 路肩（片側0.5m）
〇運用：24時間モール化（次世代交通の低速走行を許容）

■STEP１

■現況

（荷さばき区間）

■STEP３-1

(グリーンスローモビリティ）
時速20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した
小さな移動サービス

【グリスロの特長】
①Green･･･電動車を活用した環境に優しいエコな

移動サービス
②Slow･･･ 景色を楽しむ、生活道路に向く、

重大事故発生を抑制
③その他･･･同じ定員の車両と比べて小型、

開放感がある、乗降しやすい等

※出典：グリーンスローモビリティ概要（国土交通省） ※出典：Impress Watch HP記事

丸の内仲通り自動運転モビリティの実証実験

【規制時間外】

【規制時間内（モール化時）】

（荷さばき区間）

【規制時間外】

【規制時間内（モール化時）】
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